
日進市公式Ｗｅｂサイトに掲載する広告の取扱要綱 
 

                          平成１８年１２月１９日 
                          要 綱 第  ９４ 号 
 

（趣旨） 
第１条 この基準は、日進市有料広告掲載に関する要綱（平成１８年日進市要綱第６

５号）第１５条に基づき、日進市の公式Ｗｅｂサイトに掲載する広告（以下「広告」

という。）の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 
（１）市公式Ｗｅｂサイト 市がインターネット上に公開するＷｅｂページのことを

いう。 
（２）バナー広告 市公式Ｗｅｂサイトページ内に表示される広告画像で、広告主の

指定するＷｅb サイトにリンクするものをいう。 
（３）広告主 日進市有料広告掲載に関する要綱第７条第２項の規定により掲載可の

決定を受けた広告を掲載する者 
（広告の掲載位置及び掲載数） 

第３条 広告を掲載する位置は、市公式Ｗｅｂサイトのトップページで市が指定した

位置とし、掲載数は１５枠以内とする。 
２ 広告はそれぞれ掲載決定順に上段左から右へ、下段左から右への順に掲載するも

のとし、掲載枠に空きが出た場合は、以後を前に詰めるものとする。 
（掲載規格） 

第４条 掲載する広告はバナー広告とする。 
２ 掲載する広告の１枠の規格は、次のとおりとする。 
（１）縦 ６０ピクセル 
（２）横 １２０ピクセル 
（３）サイズ ７キロバイト以内 
（４）ファイル形式 ＧＩＦ・ＪＰＥＧ・ＰＮＧ形式 

（広告の掲載期間） 
第５条 広告を掲載する期間は、原則として１月単位とする。 
２ 広告掲載の開始日及び終了日は市長が定める。 
３ 広告を掲載しようとする者が望むときは、市長は複数月の申込み及び掲載を認め

ることができる。 
（広告掲載料） 

第６条 広告掲載料については、類似広告の市場価格等を勘案し、市長が別に定める。 
２ 市長は、必要に応じ、広告掲載料を見積書の徴収により決定することができる。



見積書の徴収方法等は、市長が別に定める。 
３ 広告を掲載しようとする者は、広告掲載料を市長の指定する期日までに、前納す

るものとする。 
（広告掲載の取下げ） 

第７条 広告主は自己の都合により、市公式Ｗｅｂサイトへの広告掲載を取り下げる

ことができるものとする。 
２ 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により広告掲載の

取下げを希望する日の１週間前（複数月の広告掲載の決定を受けた広告主にあって

は、１月前）までに市長に申し出なければならない。 
３ 第１項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還

しない。ただし、複数月の広告掲載の決定を受けた広告主について、取り下げた日

の属する月の翌月以降にかかる広告掲載料を既に納付している場合にあっては、当

該納付済み広告掲載料を返還するものとする。 
４ 前項ただし書きの規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。 

（広告掲載料の返還） 
第８条 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済

みの広告掲載料を当該広告主に返還する。 
２ 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額

の総額とする。 
３ 広告主の責に帰さない理由により、市が広告を掲載できなかったときは、掲載で

きなかった日数に応じて、広告掲載料を返還する。ただし、掲載できなかった日数

が１日未満の場合は、広告掲載料の返還は行わない。 
４ 前各項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。 
５ 前３項の規定により還付する広告掲載料は、その三十分の一に相当する額をもっ

て日額の広告掲載料とみなし、日割りによって計算して得た額（その額に百円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 
（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定めるものとする。 
 
   附 則 
 この要綱は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成２０年８月２７日要綱第６２号） 
この要綱は、公布の日から施行する。 




